
小坂町地球温暖化対策実行計画

（区域施策編） 概要版

森林による二酸化炭素の吸収量
5万2千トン（年間）
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計画策定の趣旨

計画の概要
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目指したい町の姿

くわしくは・・・ 3ページ

小坂町では、これまでも環境に配慮した生産活動・暮らし方を

推進していましたが、上記背景を踏まえ、その取り組みをさらに

加速するために、 2026 (令和8)年1月に、地球温暖化対策実

行計画（区域施策編） を定めました。

本計画は、地域の特色や社会的状況等を踏まえ、温室効果ガス

排出量の削減の目標や、削減等を行うための施策（緩和策）、気

候変動への適応に関する施策（適応策）を定めています。

小坂町は、本計画の策定と同時に、秋田県内で13番目となる

「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、2050年までにカーボン

ニュートラルを目指すことを表明しました。

本計画では、小坂町の人口や産業等の動向や、電力業界

の取り組みの動向、森林資源の状態等を踏まえて、将来の

温室効果ガスの排出量の推計を行いました。 そのうえで

2050年カーボンニュートラルを達成するために必要な削

減量を算出し、目標を定めました。（イメージ：右図）

２０５０年カーボンニュートラル達成のイメージ

10万6千トン

7万5千トン

5万2千トン

2013年
(基準年)

2030年
(中期目標年)

2050年
(長期目標年)

▲3万トン

▲5万4千トン

棒グラフ：排出量
赤線：実質の排出量

温室効果ガスの排出量

施策の検討にあたっては、

地域経済循環や地域発展と

いった地域課題の解決にも

資する施策となることを心が

けました。

計画策定の背景

地球温暖化による気温の上昇や豪雨の増加などが私たちの生

活や自然環境、社会、経済にも大きな影響を与えており、世界共

通の重要な環境課題となっています。

地球温暖化対策に関する国際的な合意である「パリ協定」の発

効を受け、国は2020（令和2）年に、2050年までにカーボン

ニュートラルの達成を目指すことを宣言しており、秋田県内でも

国の目標に沿った動きが進んでいます。
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項目
中期目標

（2030年度）

長期目標

（2050年度）

積極的な森林活用（伐って、使って、植えて、

育てる）によるCO2吸収量
52,000トン 52,000トン

省エネルギーの促進によるCO2削減量 ▲5,000トン ▲9,000トン

再生可能エネルギーの導入によるCO2削減量 ▲2,000トン ▲10,000トン

その他の施策によるCO2削減量 - ▲6,000トン
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二酸化炭素吸収量・排出量の目標

みんなで意識！

各主体の役割

2050年カーボンニュートラルを達成するための

６つの施策の柱
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1⃣

確実に実行するための進捗管理体制

目標の達成に向けて、全課横断型の地球温暖化対策実行ワー

キンググループを役場内に組織し、本計画の実施や進捗の管理

を行います。各種取り組みの実施状況については、小坂町議会等

へ報告するほか、小坂町ウェブサイト等で毎年1回公表します。
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